
1 

 

「国民保護に関する蕨市計画」の変更について 

 

 

１ 市国民保護計画 

 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」第３５条第

１項の規定により、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき策定するもの。 

 

２ 本市の現行計画の概要 

 現行の「国民保護に関する蕨市計画」は、平成１９年３月に策定。平成２３年

３月に一部変更。 

「第１編 総則」、「第２編 平時における準備編」、「第３編 武力攻撃事態等 

対処編」など６編で構成。 

 

３ 変更理由 

 国の「国民保護に関する基本指針」及び県の「国民保護に関する埼玉県計画」

の変更に伴い、整合を図るもの。 

 

４ 主な変更内容 

（１）県の「国民保護に関する埼玉県計画」変更に伴う変更 

  ①弾道ミサイル落下時の避難行動の住民への周知 

 

 

 

 

 

 

  ②情報伝達手段の多重化等の推進 

 

 

 

 

 

  ③避難施設の確保 

 

 

 

 

 

 弾道ミサイル攻撃の場合の留意点に「弾道ミサイル発射時に市民が

適切な避難行動をとることができるよう、国と連携し全国瞬時警報シ

ステム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達及び弾道ミサイル落下時の

行動について平素から周知に努める」旨を追加。（P.11） 

 警報の住民への周知方法に、「全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲ

Ｔ）と既存の情報伝達手段との新たな連携を進めるとともに、情報伝

達手段の多重化を推進するよう努める」旨を追加。（P.16） 

 県の行う避難施設の指定に際して、「避難施設に住民を可能な限り受

け入れることができるよう、それぞれの施設の収容人数を把握し、で

きるだけ多くの避難施設の確保に努める」旨を追加。（P.25） 
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  ④武力攻撃事態等に特有な訓練の実施 

 

 

 

 

 

  ⑤武力攻撃原子力災害時における避難退域時検査等の実施 

 

 

 

 

 

（２）組織改正に伴う変更 

 

（３）その他 

  前回の計画変更からの時点修正など 

 

 

 

 武力攻撃事態等に特有な訓練等の実施にあたっては、地下への避難

や様々な情報伝達手段を用いるなど実践的なものとするよう努める旨

を追加。（P.39） 

 核攻撃等においては、避難住民等の避難退域時検査及び簡易除染そ

の他放射性物質による汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じる

旨を追加。（P.69） 


